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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２５年第１１回登米市教育委員会７月定例会議 

開催日時 

 

 

平成２５年７月１８日（火） 

午後２時００分 開会 

午後４時２５分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 

委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 

委員長職務代行者 橘 智法 

委員 小野寺範子 

委員 大久保 芳彦 

教育長 片倉敏明 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 佐藤賀津雄 

教育次長（社会教育担当） 鈴木 均 

学校教育管理監 小野寺文晃  

学校教育課長 大柳 晃 

活き生き学校支援室長 千葉 整 

参事兼生涯学習課長 佐々木洋一 

教育総務課長 伊藤隆敏 

書記 教育総務課 課長補佐 伊藤幸太郎 

議題 報告第１８号 一般事務報告について 

報告第１９号 
専決処分の報告について（登米市中田生涯学習センター管

理規則の一部を改正する規則ついて） 

議案第１９号 登米市結核対策委員の任命について 

議案第２０号 平成２６年度使用教科用図書の採択について 

議案第２１号 登米市公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第２２号 登米市スポーツ推進委員の委嘱について 

議案第２３号 県費負担教職員の服務上の措置について 

会議結果 報告第１８号 承認 

報告第１９号 承認 

議案第１９号 決定 

議案第２０号 決定 

議案第２１号 決定 

議案第２２号 決定 

議案第２３号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

大久保委員 

 

片倉教育長 

 

 

 

開会（午後２時００分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を開く旨

を告げる。 

  

前回の会議録の承認を求めます。 

 

（６月４日定例会議の会議録を説明） 

 

 

会議録の説明が終わりました。この内容について御異議ありません。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

御異議がないものと認め、説明のとおり承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 御異議がないようですので、１番橘委員、２番小野寺委員にお願いし

ます。 

 

日程第１、報告第１８号「一般事務報告について」を上程します。「教

育長の一般事務報告について」、教育長から報告をお願いします。 

 

（一般事務報告について、平成２５年６月４日から７月１７日までの

会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料に基づき報告

する。） 

 

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件について御質問あり

ませんか。 

  

租税協議会とは、どのような組織ですか。 

 

税務署が事務局で、税金の仕組み、納税の義務などについて、児童生

徒に作文やポスターの募集をしたり、学校の授業の中で税金の仕組みに

ついて教育を進めています。県内それぞれ税務署管内に同協議会が組織

されています。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

片倉教育長 

 

小野寺委員 

 

片倉教育長 

 

 

畠山委員長 

 

片倉教育長 

 

 

橘委員 

 

 

 

畠山委員長 

 

片倉教育長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

租税協議会では、小学校８校、中学校２校を協力校として指定し、租

税教育に取り組み、租税教育指導事例集の冊子を発刊したりしていま

す。 

 

公民館運営審議会委員の米倉コミュニティ会長は、委嘱状の公布を受

けてから退任されたのですか。 

 

そうです。 

 

問題行動対策支援会議は、どのような会議内容だったのですか。 

 

生徒指導の今年度の取り組みなどについて話をしています。また、警

察官も委員になっていますので、情報交換も行われています。 

 

この対策メンバーの構成員は、どうなっているのですか。 

 

人数は１０人ほどで、警察官、小中の生徒指導の先生、教育事務所、

児童相談室、市役所の担当課などの職員で構成しています。 

 

要望ですが、入試制度に関する保護者説明会の際、（仮称）総合産業

高等学校についてのチラシや資料の写しなど配られたものがあれば、写

しをいただきたいと思います。 

 

主催はどちらだったんですか。 

 

主催は、県教育委員会で県教委職員が説明をしました。保護者は３０

人ほど参加しました。 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 御質問がないようですので、報告第１８号「一般事務報告について」

は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１、報告第１８号「一般事務報告

について」は、報告のとおり承認することとします。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

片倉教育長 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

鈴木教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

時間の都合もありますので、その他の「議会の一般質問について」を

説明をいただいてよろしいですか。 

 

（平成２５年第２回登米市議会定例会一般質問について、資料３に基

づき報告する。） 

 

（午後３時５分から午後３時２０分まで休憩） 

 

それでは再開いたします。 

日程第２、報告第１９号「専決処分の報告について（登米市中田生涯

学習センター管理規則の一部を改正する規則について）」を上程しま

す。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。報告第１９号「専決処分の報告について（中田

生涯学習センター管理規則の一部を改正する規則について）」、御質問あ

りませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、報告第１９号「専決処分の報告について

（中田生涯学習センター管理規則の一部を改正する規則について）」

は、報告のとおり承認してよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第２、報告第１９号「専決処分の報

告について（中田生涯学習センター管理規則の一部を改正する規則に

ついて）」は、報告のとおり承認することとします。 

 

日程第３、議案第１９号「登米市結核対策委員の任命について）」を

上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

学校教育課

長 

 

橘委員 

 

 

学校教育課

長 

 

 

大久保委員 

 

学校教育課

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第１９号「登米市結核対策委員の任命につ

いて）」、御質問ありませんか。 

 

昨年、結核対策委員で審議の対象となった児童・生徒は何人いました

か。 

 

３件審議した経緯があります。具体的に結核が発症して、その対策に

ついて協議した経緯はありません。 

 

委員の委嘱期間ですが、４月１日から委嘱までの期間の対応はどうな

るのですか。設置期間は通年となっているのですか。 

 

設置期間は基本的に通年で、教育委員会で承認いただいて任命するも

のです。学校では、児童・生徒の健康診断の結果が出てから、その状

況を踏まえて、今月下旬から開催するところです。 

 

結核の発生は、登米市全体ではどのような状況ですか。 

 

児童生徒以外の情報は、持ち合わせていませんので、次回の委員会で

報告いたします。 

 

ほかに御質問ありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 御質問がないようですので、議案第１９号「登米市結核対策委員の任

命について」は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第３、議案第１９号「登米市結核対

策委員の任命について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第４、議案第２０号「平成２６年度使用教科用図書の採択につい

て」を上程します。 

説明を求めます。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

学校教育課

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

生涯学習課

長 

 

畠山委員長 

 

 

小野寺委員 

 

 

生涯学習課

長 

橘委員 

 

生涯学習課

長 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第２０号「平成２６年度使用教科用図書の

採択について」、御質問ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

御質問がないようですので、議案第２０号「平成２６年度使用教科用

図書の採択について」は、原案のとおり決定してよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第４、議案第２０号「平成２６年度

使用教科用図書の採択について」は、原案のとおり決定することとし

ます。 

 

日程第５、議案第２１号「登米市公民館運営審議会委員の委嘱につい

て」を上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第２１号「登米市公民館運営審議会委員の

委嘱について」、御質問ありませんか。 

 

６月１４日に米倉委員に委嘱状を交付されて、そのあとに退任される

ということで、今回の尾形委員への委嘱となったわけですか。 

 

そのとおりです。 

 

尾形新委員さんは、どこの地区のコミュニティの会長さんですか。 

 

登米市の会長で、佐沼地区の会長でもあります。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

生涯学習課

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

片倉教育長 

 

生涯学習課

長 

 

畠山教育委

員長 

 

畠山委員長 

 

 

鈴木教育次

長 

 

生涯学習課

長 

 

大久保委員 

米倉前会長は、コミュニティの会長を何年間されたのですか。 

 

合併前は１０年間、合併後は８年間、会長をされました。 

 

 

他に質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり）   

 

御質問がないようですので、議案第２１号「登米市公民館運営審議会

委員の委嘱について」は、原案のとおり決定してよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第５、議案第２１号「登米市公民館

運営審議会委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとし

ます。 

 

日程第６、議案第２２号「登米市スポーツ推進委員の委嘱について」

を上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第２２号「登米市スポーツ推進委員の委嘱

について」、御質問ありませんか。 

 

この小川さんの得意種目は何ですか。また迫の欠員については、どの

ような状況ですか。 

 

迫の欠員につきましては、現在探しているところです。この一人の欠

員分を、迫の委員さんでカバーしているところです。 

 

小川委員は、東和町の人で、得意種目は剣道です。 

 

 

スポーツ推進委員と体育振興委員の役割はどうなっているのですか。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木教育次

長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

スポーツ推進委員は、前は体育指導委員といいました。学校に行った

り、行政区のスポーツ教室の講師や指導をしたり、総合型地域スポーツ

クラブの指導や講師、ふるさとスポーツ祭りのバレーやソフトの審判を

したりしています。 

スポーツ推進委員は、指導的な役割を担っています。 

体育振興委員は、各行政区に１人ずつ配置され、行政区のお世話役と

して、スポーツ関係事業の活動を行っています。 

 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 

御質問がないようですので、議案第２２号「登米市スポーツ推進委員

の委嘱について」は、原案のとおり決定してよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第６、議案第２２号「登米市スポー

ツ推進委員の委嘱について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第７、議案第２３号「県費負担教職員の服務上の措置について」

を上程します。 

説明を求めます。 

  

日程第７、議案第２３号「県費負担教職員の服務上の措置について」

は、人事案件でありますので、登米市教育委員会会議規則第８条に基づ

き秘密会とさせていただきたいと思います。 

 

ただいま、教育長から議案第２３号について、登米市教育委員会会議

規則第８条に基づき、秘密会とされたい旨の動議がありましたが、御

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないものと認め、議案第２３号につきましては、秘密会とい

たします。 

関係する職員以外の退席を求めます。 

 

（秘密会） 

※日程第７、議案第２３号「県費負担教職員の服務上の措置について」 

は、原案のとおり決定された。 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

教育総務課

長 

 

畠山委員長 

※議案第２３号の議事は、登米市教育委員会会議規則第２５条によ 

り、会議録に非記載。 

 

次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いします。 

 

８月１９日（月）でいかがでしょうか。 

 

 

平成２５年８月１９日（月）午後２時００分から行うことに御異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、次回の会議の日程は、平成２５年８月１

９日（月）午後２時００分から行うことで決定します。 

 

閉会（午後４時２５分） 

 

 

 


